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所沢市立和田小学校ＰＴＡ会則 

 

 

第１章 名称及び事務所 

第１条  この会は、所沢市立和田小学校ＰＴＡといい、事務所を和田小学校内におく。  

 

第２章 目的 

第２条  この会は、会員が協力して教育基本法の精神に則り、和田小学校児童の健全な成長を図るとと

もに、地域の教育振興に努めることを目的とする。 

 

第３章 活動及び方針 

第３条  この会は、教育を本旨とする民主団体として前章の目的をとげるため、次の活動をする。 

（１） 家庭と学校の緊密な連絡 

（２） 教育環境の整備改善 

（３） 児童の校外生活の指導 

（４）  この会の目的をとげるために必要な事項 

 

第４条  この会は、学校の管理運営には干渉しない。 

 

第４章 会員 

第５条  この会の会員となることのできる者は、次のとおりとする。 

     和田小学校に在籍する児童の保護者（Ｐと略称する）と和田小学校教職員 

（Ｔと略称する）とする。 

第６条  この会の会員は、会費を納めるものとする。 

第７条  この会の会員は、会則の定めるところにより、すべて平等の権利と義務を有する。 

 

 

第５章 役員の任期と任務 

第８条  この会の役員は、次のとおりとする。 

      会長 １名（Ｐ１）   副会長 ３～４名（Ｐ２~３、Ｔ１） 

      会計 ２~４名（Ｐ２~３、Ｔ１）書記 ３~４名（Ｐ２~３、Ｔ１） 

      監事 ２名（Ｐ１、Ｔ１） 

第９条  この会の役員の任期は１年とし、再任を妨げない。なお、任期が過ぎても後任者が決定しない

場合は、決定するまでその職責にあたるものとする。 

第１０条 役員に欠員が生じたときは、運営委員会がそれを推薦補充する。この場合の任期は、前任者の

残任期間とする。 

第１１条 役員の任務は次のとおりとする。 

   ２ 会長は、この会を代表し、総会及び委員会等を召集し、その他一切の会務を統括する。 

   ３ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 

   ４ 会計は、この会の予算に基づいて、一切の会計事務を処理し、かつこの会の財産を管理する。 

   ５ 書記は、総会及び各種会議の記事を正確に記録し、その事務を司る。 

   ６ 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 
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第６章 役員の選出 

第１２条 役員の選出は、次のとおりとする。 

（１）毎年１学期中に選考委員会を発足する。 

（２）選考委員会は、毎年２学期中までに次年度の本部役員候補者を選出し、総会で承認を得

る。 

（３）選考委員は、毎年２学期中に会員中から、次年度の教養委員、ベルマーク委員を選出し、

総会の承認を得る。 

（４）選考委員会の構成については別に定める。 

 

２ 運営委員は、選考委員会に参加し、意見を述べることができる。 

３ 本部役員会は、ＰＴＡ役員に欠員が生じたときに、代員を推薦し、運営委員会の承認をもって

必要人数を補充することができる。 

４ 本部又は運営委員会が必要と認めた場合に限り、臨時的に本部役員を若干名補充することがで

きる。 

 

第７章 会計 

第１３条 この会の活動に要する経費は、会費及び他の収入をもってあてる。 

第１４条 この会の会費は、１家庭年額１５００円とする。 

第１５条  この会の会計は、監事の監査を経てすべて総会に報告し、承認を得るものとする。 

２ この会の監事は、前年度の会計または本部役員が行うこととする。 

第１６条 この会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第８章 会議 

第１７条 この会の各会議は、別に定める場合を除き構成人員の過半数の出席を得て成立し、出席人員の

過半数の同意を得て決議する。 

２ 学校長は、学校運営の円滑化を図るため、この会のすべての会議に出席して、意見を述べるこ

とができる。 

 

第９章 総会 

第１８条 総会は、この会の最高議決機関であって、全会員をもって構成する。 

第１９条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

   ２ 定期総会は毎年５月までに開催し、次の事項を審査承認し、決定する。 

    （１） 前年度の事業報告   （２） 前年度の会計決算報告 

    （３） 新年度役員の承認   （４） 新年度事業計画案 

    （５） 新年度の予算案    （６） その他 

   ３ 臨時総会は、運営委員会または会長が必要と認めたとき、もしくは、会員の５分の１以上の要

求があったとき、会長がこれを召集する。 

第２０条 総会は、会員の５分の１以上の出席をもって成立する。ただし、委任状も出席とみなす。 

   ２ 議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。賛否同数の場合は議長がこれを決める。 

 

第１０章 本部役員会 

第２１条 この会に本部役員会をおく。本部役員会の構成及び任務は次のとおりとする。 

   ２ 本部役員会は、正・副会長、会計、書記で構成する。 

   ３ 本部役員会の任務は、ＰＴＡ活動の基本的事項の検討をする。 
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第１１章 運営委員会 

第２２条 この会に運営委員会をおく。運営委員会の構成及び任務は次のとおりとする。 

   ２ 運営委員会は、正・副会長、会計、書記、地区長、あおば長、教養委員長、ベルマーク委員長

で構成する。 

   ３ 運営委員会の任務は、次のとおりとする。 

    （１） 総会の議決事項の運営及び執行 

    （２） その他会務を円滑に遂行するために必要な事項の検討と執行 

    （３） 必要に応じて臨時運営委員会を設ける。 

 

 

第１２章 選考委員会 

第２３条 この会に選考委員会をおく。選考委員会の構成及び任務は次のとおりとする。 

   ２ 選考委員会は、本部役員４名で構成する。 

   ３ 選考委員会の任務は、次のとおりとする。 

（１） 本部役員候補者を選出し、本部役員に報告する。 

（２） 教養委員を選出し、本部役員に報告する。 

（３） ベルマーク委員を選出し、本部役員に報告する。 

（４）６年生の保護者から、卒業係を選出する。 

 

 

第１３章 地区会及び地区委員会 

第２４条 この会に、地区内の会員の連絡を図ると共に児童の校外生活の指導にあたるため、 

地区会をおく。 

   ２ 地区会は、地区内全会員をもって構成する。 

   ３ 活動は、各地区会を単位として行うものとする。 

第２５条 地区会を円滑に進めるために地区委員会をおく。 

   ２ 地区委員会は、地区選出の地区委員で構成し、地区長が統括する。 

 

 

第１４章 教養委員会 

第２６条 この会に、会員の教養を高め、学校と家庭教育の理解を深めるために、教養委員会をおく。そ

の名称は家庭教育学級(パプリカ)とする。 

   ２ 教養委員会は、全学年の中から６～８名で構成し、委員は立候補により選出する。 

定員に満たない場合は、選考委員会で候補者を選出し、互選により決定する。 

３ 教養委員の互選で、正・副教養委員長を選出する。 

   ４ 選出時期は、２学期中とする。 

   ５ 任期は、新旧役員引継ぎ顔合わせ会議から次年度開講式までとする。 

   ６ 活動は、全会員を対象として行うものとする。 

 

 

   第１５章 ベルマーク委員会 

第２７条 この会に、児童の学習環境と、教育設備の充実を図るためにベルマーク委員会をおく。 

   ２ ベルマーク委員については、委員長と副委員長とし、立候補により選出する。 

定員に満たない場合は、選考委員会で候補者を選出し、互選により決定する。 

   ３ ベルマーク委員会は、各家庭にベルマーク収集の協力を働きかけ、回収したベルマークの集

計・使用目的の検討及び購入を行う。 

   ４ ベルマーク委員長は、ベルマーク集計結果及び使用目的について運営委員会に報告する。 
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第１６章 会則の改正 

第２８条 この会の会則は総会において、出席者の過半数の賛成を得なければ改正することができない。 
附則 
第１条 この会則は平成１０年４月１日より施行する。 

この会則は平成１１年５月１日に一部改正施行する。 
この会則は平成１３年５月１日に一部改正施行する。 
この会則は平成２４年４月２７日に一部改正施行する。 
この会則は平成２６年４月２５日に一部改正施行する。 
この会則は平成２７年４月２４日に一部改正施行する。 
この会則は平成２８年４月２２日に一部改正施行する。 
この会則は平成２９年４月２８日に一部改正施行する。 
この会則は平成３０年５月１日に一部改正施行する。 
この会則は平成３１年５月１０日に一部改正施行する。 
この会則は令和４年３月１日に一部改正施行する。 

第２条 この会則の円滑な運営のために必要な細則は別に定める。 
第３条 この会に顧問（前会長）および相談役をおくことができる。 

 
 
 

組 織 図 
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和田小学校ＰＴＡ細則 

 

 

第１条 この細則は、会則の附則第２条の規定によりこの会の運営に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

第２条 【予算委員会】 

    この会の年度予算原案作成のため、予算委員会をおく。予算委員会は、本部役員（副１名、会

計）、地区長４名、教養委員長１名、ベルマーク委員長１名、あおば長で構成する。 

 

第３条  【選考委員会】 

会則第２３条の選考委員会の構成と任務は次のとおりとする。 

２ 選考委員会は、本部役員４名（会長・副 1 名・会計 1 名・書記 1 名）で構成し、委員の互選

により正・副委員長を選出する。 

３ 選考委員会は、本部役員、教養委員・ベルマーク委員、卒業係を民主的に選出するため、広

く全会員から立候補を集め、これを基にして候補者の選考を行う。 

４ 任期は、１学期から次年度総会において本部役員が承認されるまでとする。 

５ 選考委員会における協議事項は原則として秘密扱いとする。 

６ 選考委員会は、選出された役員候補者の内諾を得てから運営委員会に報告、総会で承認を得

るものとする。 

７ 該当の役員、委員を務めたPTA会員は、務めた年を１年目とし以降６年目まで該当の役員、

委員を免除する。 

 免除される役員及び委員とは、ＰＴＡ役員（会長、副会長、書記、会計）地区長（地区長以

外の地区委員は対象外）、教養委員、ベルマーク委員長、あおば長、卒業係（ただし、上記

役員を務めた者でも、その後地区長は免除されない。） 

 

  【今までに就任した役職】※務めた年度を１年目とカウントします。 

本部役員 教養委員 ベルマーク長 地区長 学年長・副 あおば長 卒業係 
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年

免

除 

本部役員 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 

教養委員 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 

ベルマーク長 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 

地区長 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ☓ × 

あおば長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 

卒業係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

第４条  この細則は、平成１１年５月１日より施行する。 

この細則は、平成１３年５月１日に一部改正施行する。 

この細則は、平成２４年４月２７日に一部改正施行する。 

この細則は、平成２７年４月２４日に一部改正施行する。 

この細則は、平成２８年４月２２日に一部改正施行する。 

この細則は、令和３年２月２４日に一部改正施行する。 

この細則は、令和４年３月１日に一部改正施行する。 
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和田小学校ＰＴＡ慶弔規定 

 

第１条  この規定は、会員に関係ある慶弔が生じた場合、次によって慶弔の意を表し、会員相互の親睦

を図ることを目的とする。 

（１） 会員に関する次の者が死亡した場合は、次の標準で弔意を表す。 

    会  員   ５，０００円 

    児  童   ３，０００円と花輪一基 

（２） 教職員が、転出・退職した時は、2,000円の記念品をおくる。 

（３） みまもり隊へ、毎年 5,000円相当のお礼の品をおくる。 

（４） その他、慶弔の必要を生じた場合、また会長が必要と認めた場合は、その都度協議する。 

 

第２条  この規定の改正は、総会によって行う。 

 

第３条  この規定は、平成１１年５月１日より施行する。 

     この規定は、平成２２年４月３０日に一部改正施行する。 

     この規定は、平成２６年４月２５日に一部改正施行する。 

     この規定は、令和４年３月１日に一部改正施行する。 
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和田小学校ＰＴＡ個人情報取扱規定 

 

第 1条 本会は、次の個人情報を次条に定めた利用目的を示した上で、ＰＴＡ会員より取得する。 

   （１）保護者氏名 

   （２）在籍児童の学年・組・氏名    

   （３）地区名 

   （４）電話番号 

   （５）メールアドレス 

２ 前項に定める個人情報は、和田小学校又は和田小学校ＰＴＡとして取得したものを対象とし、次

に定めるものは、本会が取得したものでは無いものとする。 

 （１）個人間で、双方の合意に基づき交換された個人情報 

 （２）和田小学校及び和田小学校ＰＴＡが、前項に定める通り、利用目的を示した上で取得したも

のではない個人情報。 

 

第２条 本会は取得した個人情報を次の目的で使用するものとし、それ以外の目的で使用する際は、都

度、その目的を該当する個人に開示し、承諾を得た上で使用することとする。 

（１）会費の納入管理の為 

（２）総会資料作成、活動における行事等の案内（メール連絡含む）及び各イベント等への参加者

確認の為 

（３）活動の企画・検討・連絡調整の為 

（４）役員・委員等の選考・選出の為 

（５）本部役員がその業務を遂行する為 

（６）所沢市ＰＴＡ連合会より個人情報の提供の要請があり、第１条に定める個人情報の保管者が

その申請が適切であると判断した要請によるもの。 

 

第３条 本会は、第１条に定めた利用目的以外で、本会以外の第三者に対しては提供しない。 

 

第４条 本会は、保有している個人情報について利用する必要が無くなった時は、遅滞なく破棄するもの

とし、破棄にあたっては第三者が読み取れないよう破砕等の処置を施す。 

 

第５条 この規定の改正は、総会によって行う。 

 

第６条 この規定は、平成３０年５月１日より施行する。 

    この規定は、令和４年４月１日より改正施行する。 


